
 

事業者ヒアリングの実施について 

 

 

 

 

 

１ 目的 

障害者への理解促進及び差別解消のための条例では、事業者団体に対する責

務規定等も設けられるため、事業者団体に対してもヒアリングを行う。 

 

２ 日時  

  平成２９年７月１３日（木）・１４日（金）  

 

３ 場所 

東京都庁会議室（予定） 

 

４ その他 

・ 第５回検討部会（８月２１日（金曜日））において実施結果を報告する。 

・ ヒアリングの実施は主に事務局が行うが、出席可能な委員は参加をお願い

したい 
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